
（厚労省・賃金引上げる中小企業向けの助成金
拡充）最賃額が比較的高い７府県を対象に追加
／（25年賃金構造基本統計調査結果）所定内給
与は４年ぶりに減少して29万5700円／（27年４
月１日施行目指し法案上程）無期転換ルールの
特例は特別措置法の形で法制化／ほか
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今回は、「賃金・退職金の法律知識③」として、「休業手当等」、「賞与」、「割増賃金」について解説してもらった。残業手当（時
間外・休日労働の割増賃金）の定額払いは、労基法上、違法ではない。しかし、実際には定額残業手当相当分を超える時間
の残業をしていて、その分の残業代が支払われない場合、違法になる。残業手当が定額になっていても、定額残業手当相当
分を超える時間の残業をした場合、不足した差額分は支払わなければならない。

（労務コンサルタント・布施直春）

～第19回・賃金・退職金の法律知識③～

残業手当の定額払いは法定の割増
賃金以上の金額でなければ違法に

トラブル防止の労働法実務─────────── ６連載
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復職の際は業務の量・内容等が
過重にならないような措置を

第37回　具体的事例検討⑯　自殺未遂と復職後の死亡
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